
奈良県子どもの｢心と学び｣サポート事業（地域型生活・学習支援）  

業務委託仕様書  

 

１  業務の名称  

   奈良県子どもの「心と学び」サポート事業（地域型生活・学習支援）業務委託  
 

２  業務の目的  

生活困窮者自立支援法に基づき、奈良県中和福祉事務所及び吉野福祉事務所管内（以
下「県福祉事務所管内」という。）において、経済的困窮や社会的孤立などにより家庭
の環境が整わず、様々な課題を抱えている生活困窮者世帯等の子どもを対象に、地域や
学校等との連携・協働により、子どもへの個別支援体制の構築を行い、学習支援と居場
所づくりに取り組む「地域型生活・学習支援教室」（以下「地域型生活・学習支援教室」
という。）を開設する。それに加えて、不登校などの困難な課題を抱える子どもやその
世帯に訪問して行う生活・学習支援（以下「困難な課題を抱える子どもへの訪問支援」
という。）により、子どもの育ちに必要な環境を整え、学習の場所・機会の提供や地域
で子どもの社会性や他者との関係を育む支援などを行い、貧困の連鎖を防止することを
目的とする。  

 

３  契約期間  

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。  
 

４  実施場所  

  以下の自治体内で実施する。  
（１）地域型生活・学習支援教室については、８自治体以上の自治体に設置して実施する

こと。実施自治体は、令和７年度実施実績のある８自治体の各教室の状況を鑑み、継
続実施を試みること。  
令和７年度実施自治体  
 教室実施自治体：上牧町、広陵町、斑鳩町、高取町、大淀町  

 個別支援教室実施自治体：三宅町、川西町、御杖村  
 

（２）困難な課題を抱える子どもへの訪問支援については、訪問による支援を県福祉事務
所管内２６町村（以下、「訪問支援実施自治体」という。）全域を対象として行うこ
と。  

   ①中和福祉事務所の所管区域（１４町村）  

     山辺郡：山添村  
     生駒郡：平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町  
      磯城郡：川西町、三宅町、田原本町  
      高市郡：高取町、明日香村  
      北葛城郡：上牧町、王寺町、広陵町、河合町   
    ②吉野福祉事務所の所管区域（１２町村）  

宇陀郡：曽爾村、御杖村  
吉野郡：吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、下北山村、 

              上北山村、川上村、東吉野村  
 

５  支援対象者  

  県福祉事務所管内に居住する生活困窮者世帯等の子どもで、下記（１）又は（２）に
該当する者を対象とする。  

（１）県福祉事務所管内に居住し、生活困窮者自立相談支援機関［奈良県中和・吉野生活
自立サポートセンター］（以下「自立相談支援機関」という。）において、相談対
象となった生活困窮者世帯の小学生、中学生、高校生及び高校を中退した２０歳未
満の者（以下、「高校生世代」という。）  

     ①自立相談支援機関の相談支援員及び教室実施自治体等や個別支援教室実施自治体
等が事業参加の呼びかけを行い、地域型生活・学習支援教室の参加を希望した者  

   ②自立相談支援機関の相談支援員及び訪問支援実施自治体等が事業参加の呼びかけ
を行い、不登校などの困難な課題を抱え、訪問支援を希望した者  

（２）県福祉事務所管内に居住する生活保護受給世帯の小学生、中学生、高校生及び高校
生世代  

    生活保護受給世帯の子どもで、県福祉事務所の子ども学習支援員またはケースワ
ーカーが呼びかけを行い、地域型生活・学習支援教室への参加を希望した者  

 



６  業務委託内容  

（１）地域型生活・学習支援教室の設置・運営  
   経済的困窮や家庭の環境が整わず、様々な課題を抱えている生活困窮者世帯等の子

どもの進学・進路に関する相談や日常生活における様々な相談に対応し、子どもの
居場所づくりと学習支援業務の企画及び教室の運営管理等を行う。  

 
①  実施体制  

   ア本業務は、教室実施自治体及び個別支援教室実施自治体内において、地域型生活
・学習支援教室を各１か所以上設置して実施すること。  

   イ業務の実施にあたっては、県福祉事務所及び教室実施自治体・個別支援教室実施
自治体の福祉部署及び教育委員会、学校、自立相談支援機関、各地域の関係機関
・団体等と連携し、地域の実情及び子どものニーズにあった居場所づくり及び生
活・学習支援を行うこと。  

 
②  学習支援員の配置  
ア業務を実施するにあたって、学習支援員（常勤）１名以上を配置して実施するこ  
と。  

   イ学習支援員は、子どもへの学習支援や生活困窮者世帯等の福祉の向上に理解のあ
る者であること。  

   ウ地域型生活・学習支援教室の開設及び運営にあたって、教室実施自治体・個別支
援教室実施自治体の福祉部署及び教育委員会やソーシャルワーカーと調整し、連
携して実施できる体制の整備を行うこと。  

   エ地域型生活・学習支援教室の運営にあたって、学習教材等の準備作成、学習支援
スタッフの募集・登録等の調整を行うとともに、各地域型生活・学習支援教室を
巡回して指導等を行うこと。  

   オ自立相談支援機関に相談のあった生活困窮者世帯等で、生活・学習支援が必要と
認められる子どもの受入調整を行うとともに、地域型生活・学習支援教室へ通う
ことが困難である場合、子どもの学習相談支援員やソーシャルワーカーと連携し
て、困難な課題を抱える子どもへの訪問支援の実施を検討し、必要に応じて子ど
もの生活・学習支援に関する相談に応じること。  

   カ生活・学習支援を希望する生活困窮者世帯等の申請により参加する子どもを登録
する「参加者名簿」及び学習支援スタッフを登録する「学習支援スタッフ名簿」
を各地域型生活・学習支援教室ごとに作成し、適正な管理に努めること。  

   キ今後、地域型生活・学習支援教室を、未実施自治体においても開催できるよう、
地域の実情や子どもの状況を把握すること。なお、把握した情報については、適
宜、県へ報告すること。  

 

③  ソーシャルワーカーの配置  
ア業務を実施するにあたって、ソーシャルワーカーを１名以上配置すること。  
イソーシャルワーカーは、福祉の向上に理解があり、福祉面に長けた者であること。 

   ウ個別支援教室の実施にあたって、個別支援教室実施自治体の福祉部署及び教育委
員会、学校等と調整し、連携して実施できる体制の整備を行うこと。  

   エ個別支援教室の運営にあたって、子どものニーズに合わせた支援ができるよう準
備を行い、支援スタッフの募集・登録等の調整を行うこと。また、各個別支援教
室実施自治体を巡回してよりよい支援等ができるよう適宜調整を行うこと。  

   オ子どもの学習相談支援員や学習支援員と適宜連携して、訪問支援の実施や地域型
生活・学習支援教室への参加を検討し、必要に応じて子どもの生活・学習支援に
関する相談に応じること。  

   カ個別支援教室への参加を希望する生活困窮者世帯等の申請により支援する子ども
を登録する「支援者名簿」を作成すること及び支援スタッフを登録する「支援ス
タッフ名簿」を各個別支援教室実施自治体ごとに作成し、適正な管理に努めるこ
と。  

   キ個別支援教室実施自治体以外の自治体においても、地域の実情や子どもの状況を
把握するよう努めること。なお、把握した情報については、適宜、県へ報告する
こと。  

 
④  地域型生活・学習支援教室の運営管理  

   ア開設及び運営については、各地域の実情及び子どものニーズに合うよう地域型生
活・学習支援教室実施自治体の意向を反映し、十分調整の上、実施すること。  

   イ各地域型生活・学習支援教室の居場所づくりや学習支援の進め方、学習支援スタ
ッフの募集などの運営に関しては地域型生活・学習支援教室実施自治体の意向を



反映の上、実施すること。  

   ウ各地域型生活・学習支援教室の開催は、委託契約期間に、原則２５回以上開催す
ること。また、開催時間等は、各地域の実情に合わせて実施すること。  

     エ定員は１０名程度とする。ただし、地域型生活・学習支援教室実施自治体内にお
いて、教育委員会等の事業で既に実施されている学習支援教室等と合同で実施す
る場合は、この限りではない。  

   オ本業務は、学習支援スタッフの質が学習支援の質に直結するものであることから、
その責務を果たせるよう常に、学習支援スタッフの資質向上に努めること。  

   カ地域型生活・学習支援教室の運営等については、毎月、支援実績を県に報告する
こと。  

 
（２）困難な課題を抱える子どもへの訪問支援の実施  
   不登校などの困難な課題を抱える子どもやその世帯を訪問して、子どもの育ちに必 
   要な環境を整え、学校、地域にある学習支援教室、子どもの居場所などへ参加でき 
   るよう地域で子どもの社会性や他者との関係を育む支援等を行う。  
 

①  子どもの学習相談支援員の配置  
   ア訪問支援を実施するにあたって、子どもの学習相談支援員を１名以上配置するこ

と。  

   イ子どもの学習相談支援員は子どもへの学習支援や心のケア等の支援のほか、生活
困窮者世帯等の福祉の向上に理解のある者であること。  

   ウ訪問支援の実施にあたって、訪問支援実施自治体の福祉部署及び教育委員会、学
校と支援策を調整して、連携・協働して実施できる体制の整備を行うこと。  

   エ訪問支援の実施にあたって、子どもの習熟度に合わせた学習教材等の準備を行い、 
    学習支援を行うとともに、子どもの心のケア等、子どもに寄り添った相談支援を 
    行うこと。  
   オ自立相談支援機関に相談のあった生活困窮者世帯で、地域型生活・学習支援教室

へ通うことが困難である場合は、学習支援員と連携して、訪問支援の実施を検討
し、必要に応じて子どもの生活・学習支援に関する相談に応じること。  

     カ訪問支援を希望する生活困窮者世帯等の申請により参加する子どもを登録する
「参加者名簿」を訪問支援実施自治体ごとに作成し、適正な管理に努めること。  

    キ訪問支援の実施にあたり、訪問支援実施自治体等と調整して支援日程等を決定し、 
    管理すること。  
 

②  困難な課題を抱える子どもへの支援の運営管理  
   ア実施にあたって、訪問支援実施自治体の福祉部署及び教育委員会、学校、必要に

応じて関係機関・団体等と支援策を調整して、連携・協働して支援にあたること。 

イ訪問支援（関係機関・団体等との調整を含む。）は、委託契約期間に、原則２４
０回以上実施すること。  

   ウ訪問支援の実施等については、毎月、支援実績を県に報告すること。  
 

７  運営経費  

 ①地域型生活・学習支援教室の運営については、各地域型生活・学習支援教室実施自治
体あたり３００千円程度とし、各地域型生活・学習支援教室実施自治体規模等を考慮
し、経費を投入して実施すること。  

 ②各教室実施自治体において、別途１００千円以上の現物給付等による負担があるもの
とし、負担内容については、各地域の実情及び子どものニーズに合うよう、各教室実
施自治体の意向に沿って決定すること。  

 ③各教室実施自治体の負担（現物給付等）は、教室使用料（公民館等の会議室使用料を
減免、学校の空教室の活用など）、運営スタッフ（ボランティア等を含む）、子ども
の送迎バス等、その他運営に関する経費など、実施自治体及び地域の実情に合わせた
ものである。  

  ④地域型生活・学習支援教室実施自治体内において、教育委員会等の事業で既に実施さ
れている学習支援教室等と合同で実施する場合もある。その場合は、運営及び経費に
ついて、別途、県との協議が必要となる。  

 ⑤個別支援教室については、各個別支援教室実施自治体あたり３００千円程度とし、各
個別支援教室実施自治体規模等・個別支援教室のプログラムを考慮し、経費を投入し
て実施すること。なお、個別支援教室実施自治体より、各個別支援教室実施自治体規
模等・個別支援教室のプログラムを考慮し、可能な限り現物給付等による負担をして
もらえるよう努力すること。  

 ⑥訪問支援については、訪問支援実施自治体の現物給付等の負担はないものとする。  



 

８  契約の解除  

  次に該当する場合、期間の満了を待たずに契約を解除する場合がある。  
   なお、契約の解除にあたっては、次の事業実施者が円滑かつ支障なく業務を実施でき
るよう、速やかに引継ぎ等を行うこと。  

（１）法令や要綱等を遵守しない場合  
（２）公正、中立かつ効率的に業務を実施しておらず、県の是正指示に従わない場合  

（３）応募書類、必要書類等に虚偽の記載や改ざんが行われていることが判明した場合  
 

９  留意事項  

（１）生活困窮者自立支援法に基づく実施  
   本業務は、生活困窮者自立支援法に基づく「子どもの学習・生活支援事業」として

実施するもので、｢生活困窮者自立相談支援事業等実施要綱｣、｢生活困窮世帯の子ど
もに対する学習・生活支援事業実施要領｣に定める事業とする。本業務の実施にあた
り、厚生労働省が示す「生活困窮者自立相談支援事業」に係る通知等の内容を踏ま
え、県及び県福祉事務所、自立相談支援機関と連携して業務を実施すること。  

（２）総括責任者の選任  
   受託事業者は、総括責任者を選任し、業務を円滑に実施できるよう委託業務実施体 
   制表を県に提示し、了解を得ること。  
（３）事業の協議及び報告  

  ①県と受託事業者は、本業務に関して、必要に応じて協議を実施するとともに受託事 
   業者において議事録を作成すること。  
  ②委託業務の実施内容については記録に残し、業務実施後、成果品として、結果につ

いてまとめた実績報告書及び収支報告書を作成し、県に提出すること。また、県は 
業務実施状況等につき、受託事業者に報告を求めることができるものとする。  

（４）委託経費  

  ①委託業務の実施に必要な経費は、全て委託金額に含まれるものとする。  
  ②委託経費の管理費目は、給料、職員手当等、共済費、報酬、報償費、旅費、需用費

（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料）、会議費、役務費（通信運
搬費、手数料、保険料、雑役務費）、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費（単
価３０万円以上の備品を除く。）、負担金とし、各費目ごとに算出、管理すること。 

（５）参加者の自己負担  

  ①参加者に金銭負担を生じさせないことを原則とする。ただし、各地域型生活・学習 
   支援教室実施自治体において別に定めがあり、受託事業者の収入としない場合は、 
   この限りはでない。  
  ②各参加者の交通費は、参加者の負担とする。なお、生活保護受給世帯については、 
   移送費として別途県福祉事務所より支弁する。  

（６）安全の確保  
   受託事業者は、参加者の安全の確保に努めること。  
（７）傷害賠償保険への加入  
   学習支援スタッフ及び参加する子どもを被保険者とした傷害賠償保険に加入するこ

と。  
（８）個人情報の取り扱い  

  ①関係機関が互いに情報を共有し、その活用を図ることが重要であることから、個人 
   情報の共有等については、本人から同意を得るなど、個人情報の保護に十分留意し、 
   取り扱いは適切に行うこと。  

  ②個人情報の取り扱いについては、本県関係法令(ガイドラインを含む)を遵守し、厳 
   重に取り扱うこととし、その保護に遺漏のないよう十分に留意すること。  

（９）苦情処理体制の整備  
   本業務に関するクレームが発生した場合は、迅速かつ誠実な対応を行うとともに  
   県に報告すること。受託事業者が対応できないクレームが発生した場合は、迅速 
   に県に報告して対応を協議すること。  
（10）再委託の禁止  
  ①受託事業者は、委託業務の全部又は主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせ

てはならない。  

  ②受託事業者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合は、 
   あらかじめ書面により県の承諾を得なければならない。  
  ③②の場合において、受託事業者は第三者の行為について県に対して全ての責任を負

うものとする。  

（11）公正・中立性の確保  



   業務の実施にあたっては、公正・中立性を確保しなければならない。  

（12）関係機関との連携  
   業務の実施にあたっては、県福祉事務所、地域型生活・学習支援教室実施自治体、 
   訪問支援実施自治体、自立相談支援機関、学校等の関係機関と連携して行うこと。  

（13）支援担当者等の資質の向上  
   本業務は人材の確保が学習支援の質に直結するものであることから、その責務を果 
   たせるよう、常に、支援にあたる者の資質向上に努めること。  
（14）守秘義務  

   受託事業者は、業務実施中に知り得た事項及び付随する事項は、いかなる理由があ 
っても第三者に漏らさないこと。業務が終了した後についても同様とする  

（15）権利の帰属  

   本業務により制作された資料等に係る著作権、所有権等は、原則として県に帰属  
   するものとする。  
（16）業務の引継ぎ  
   本業務の受託事業者は、業務開始前に前年度の受託事業者から業務の引継ぎを受け

ること。また、他者に業務の引継ぎを行う必要が生じた場合には、利用者の利便性
を損なわないよう必要な措置を講じ、円滑な引継ぎに努め、引継ぎを行った結果に
ついては、書面で県に報告すること。  

（17）その他  
  ①  別紙１「公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用）」に記載の事項を遵守

すること。  
➁  別紙２「情報セキュリティに係る特記事項」に記載の事項を遵守すること。  

③  本仕様書に定めのない事項については、受託事業者と県が双方協議して定めるも  

のとする。  



 別紙１  

 
 

 

 公契約条例に関する遵守事項（特定公契約以外用）  

 
 

 本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。  

 

１ 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自
覚し、本業務を適正に履行すること。  

 

２ 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。  

ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同
法第３条に規定する最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者につい
ては、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金（労働基準
法第 11 条に規定する賃金をいう。以下同じ。）の支払を行うこと。  

イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意
継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。  

ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の使
用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。  

エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定によ
る届出を行うこと。  

オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出
を行うこと。  

 

３ 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に
他の者が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この
遵守事項を周知し、遵守するよう指導すること。  

 

 

 
 



 

 



 


